
1
不動産投資信託等の運用報告書等に

「不動産投資信託等の運用報告書等に関する委員会決議」の一部改正

平成 26

（下線部

新 旧

不動産投資信託等の運用報告書等に関する委員会決議

別表４ 不動産投資信託の運用報告書の様式及び表示例（規則第 22 条）

（１）～（19） （略）

（20）運用等に係る費用明細

項 目 当 期 役務の内容

(a) 信託報酬合計 千円

委託者報酬 千円

うち事務代行手数料 千円

受託者報酬 千円

(b) その他費用 千円

合 計 千円

（記載上の注意）

１．～２． （略）

３．役務の内容欄には、夫々の費用を対価とする役務の内容を記載するものとし、（b）その

他費用についても、具体的な費用の内訳を記した上で夫々の具体的な費用を対価とする役務

の内容を記載するものとする。

（21）～（31） （略）

別表５ 不動産投資法人の資産運用報告の様式及び表示例(規則第 26 条)

（１）～（23） （略）

（23）の２ 新投資口予約権

銘柄名 発行年月日 当 期 末 時

点 で 未 行

当 該 新 投

資 口 予 約

行使に際

して出資

新投資口予

約権の行使

摘要

不動産投資信託等の運用報告書等に関する委員会決議

別表４ 不動産投資信託の運用報告書の様式及び表示例（規則第 22 条）

（１）～（19） （同 左）

（20）運用等に係る費用明細

項 目 当 期

(a) 信託報酬合計 千円

委託者報酬 千円

うち事務代行手数料 千円

受託者報酬 千円

(b) その他費用 千円

合 計 千円

（記載上の注意）

１．～２． （同 左）

（新 設）

（21）～（31） （同 左）

別表５ 不動産投資法人の資産運用報告の様式及び表示例(規則第 26 条)

（１）～（23） （同 左）

（新 設）
関する委員会決議

年 11 月 20 日

分変更箇所）

参 考 10
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使 の 新 投

資 口 予 約

権の口数

権 の 目 的

で あ る 投

資 口 の 口

数 又 は そ

の 口 数 の

算定方法

される金

銭の額又

はその算

定方法

期限

（記載上の注意）

１．「行使に際して出資される金銭の額」は、千円単位又は百万円単位で表示すること。

ただし、投資者保護上、適当と考えられる場合には、その他の単位で表示することも

可。

（24）～（25） （略）

（27）利害関係人等との取引状況

① 取引状況

区 分
売 買 金 額 等

買付額等 売付額等

総額

千円 千円

利害関係人等との取引状況の内訳

○○株式会社 千円（ %） 千円（ %）

××株式会社 千円（ %） 千円（ %）

合計 千円（ %） 千円（ %）

② （略）

（記載上の注意）

１．～２． （略）

（24）～（25） （同 左）

（27）利害関係人等及び主要株主との取引状況

① 取引状況

区 分
売 買 金 額 等

買付額等 売付額等

総額

千円 千円

うち利害関係人等からの買付額

千円（ %）

うち利害関係人等への売付額

千円（ %）

利害関係人等との取引状況の内訳

○○株式会社 千円（ %） 千円（ %）

××株式会社 千円（ %） 千円（ %）

合計 千円（ %） 千円（ %）

② （同 左）

（記載上の注意）

１．～２． （同 左）
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３．利害関係人等との取引を国外の通貨で行った場合には、取引を行った時点の為替レ

ートで邦貨換算した額を千円単位又は百万円単位で表示すること。ただし、投資者

保護上、適当と考えられる場合には、その他の単位で表示することも可。また、当該

取引を行った通貨による額を邦貨換算で表示した額の単位に準じた単位により括弧書

きで表示すること。ただし、合計の欄については当該取引を行った通貨による表示を

要しない。

４． （略）

（28） （略）

（29）資産、負債、元本及び損益の状況

(１)貸借対照表

資産の部～負債の部 (略)

（記載上の注意）

１． （略）

２. 新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目とし

て区分することができる。

３. 自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除

残高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新投資

３．利害関係人等及び主要株主との取引を国外の通貨で行った場合には、取引を行った

時点の為替レートで邦貨換算した額を千円単位又は百万円単位で表示すること。ただ

し、投資者保護上、適当と考えられる場合には、その他の単位で表示することも可。

また、当該取引を行った通貨による額を邦貨換算で表示した額の単位に準じた単位に

より括弧書きで表示すること。ただし、合計の欄については当該取引を行った通貨に

よる表示を要しない。

４． （同 左）

（28） （同 左）

（29）資産、負債、元本及び損益の状況

(１)貸借対照表

資産の部～負債の部 （同 左）

（記載上の注意）

（同 左）

（新 設）

（新 設）



4
不動産投資信託等の運用報告書等に関する委員会決議

新 旧

口予約権を控除項目として表示することを妨げない。

（２）損益計算書

(３) 金銭の分配に係る計算書 (略)

（４） 投資主資本等変動計算書

（２）損益計算書

（３） 金銭の分配に係る計算書 (同 左)

（４） 投資主資本等変動計算書



5
不動産投資信託等の運用報告書等に関する委員会決議

新 旧

（記載上の注意）

１．～２． （略）

３．新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として

区分することができる。

４．自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除残

高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新投資口

予約権を控除項目として表示することを妨げない。

（30）～（33） （略）

（34）海外不動産保有法人に係る開示

名称 出資額 組織形態、目的、

事業内容及び利

益の分配方針

株式又は出資の

数又は額の発行

済株式又は出資

の総数又は総額

に対する割合

所在国における

配当に係る規制

の内容

（記載上の注意）

（同 左）

（新 設）

（新 設）

（30）～（33） （同 左）

（新 設）
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千円 ％

千円 ％

（記載上の注意）

１．「出資額」については、出資時点の為替レートで邦貨換算した額を千円単位又は百万

円単位で表示すること。ただし、投資者保護上、適当と考えられる場合には、その他

の単位で表示することも可。また、当該出資を行った通貨による額を邦貨換算で表示

した額の単位に応じた単位により括弧書きで表示すること。

２．「株式又は出資の数又は額の発行済株式又は出資の総数又は総額に対する割合」は、

小数点第二位を四捨五入し、小数点第一位まで表示すること。

（35）海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示

名称
所 在

地

所有

形態

期末

算定

価 額

前期 (H . . ～H . . ) 当期 (H . . ～H . . )

ﾃﾅﾝﾄ

総数

期末

時点

稼働

率

期末

時点

賃貸事

業収入

期間中

対総

賃貸

事業

収入

比率

売買

総額

期間

中

ﾃﾅﾝﾄ

総数

期末

時点

稼働

率

期末

時点

賃貸

事業

収入

期間

中

対総

賃貸

事業

収入

比率

売買

総額

期間

中

千

円
％ 千円 ％ 千円 ％

千

円
％ 千円

千

円
％ 千円 ％ 千円 ％

千

円
％ 千円

千

円
％ 千円 ％ 千円 ％

千

円
％ 千円

千

円
％ 千円 ％ 千円 ％

千

円
％ 千円

合

計
－ －

千

円
％ 千円 ％ 千円 ％

千

円
％ 千円

（新 設）
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（記載上の注意）

１．「期末算定価額」の欄には、不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則第 5 条、

第 6条に定める評価方法により評価した期末評価額を表示すること｡海外不動産等につ

いては、期末算定評価額を期末時点の為替レートで邦貨換算した額を表示すること。

また、海外不動産等については、当該資産の取得を行った通貨による額を邦貨換算

で表示した額の単位に応じた単位により括弧書きで表示すること。ただし、合計の欄

については当該取得を行った通貨による表示を要しない。

２．「賃貸事業収入」は、当該資産が海外不動産等である場合、賃貸事業収入を期中平均

の為替レートで評価換算した額を表示すること。

また、海外不動産等については、当該賃貸事業収入の受取り通貨による額を邦貨換

算で表示した額の単位に準じた単位により括弧書きで表示すること。ただし、合計の

欄については当該受取り通貨による表示を要しない。

３．「期末算定価額」、「賃貸事業収入」については、千円単位又は百万円単位で表示する

こと。ただし、投資者保護上適当と考えられる場合には、その他の単位で表示するこ

とも可。

４．「稼働率」（当該計算期間末の賃貸可能面積に対して賃貸面積が占める割合）、「対総

賃貸事業収入比率」は、小数点第二位を四捨五入し、小数点第一位まで表示すること。

５．「売買総額」は、当該資産が海外不動産等である場合、当該投資法人の営業期間中に

おける売買総額を期中平均の為替レートで評価換算した額を表示すること。

また、海外不動産等については、当該賃貸事業収入の受取り通貨による額を邦貨換

算で表示した額の単位に準じた単位により括弧書きで表示すること。ただし、合計の

欄については当該受取り通貨による表示を要しない。

（以下略）

附 則

この改正は、平成 26 年 12 月１日から実施し、同日以降決算の到来する投資信託の運

用報告書及び投資法人の資産運用報告から適用する。

（同 左）


